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２　交付金

担 当 課
担 当 係

( 外 線 番 号 )

消防防災活動交付金 地域の消防防災活動に対し交付する。 75万円 消防団
防災係

(56-9115)

自主防災組織設立交付金 自主防災組織の設立に対し交付する。 5万円 自治会
防災係

(56-9115)

上三川町職員福利厚生事
業費交付金

職員の福利厚生の向上を図るため、交付する。 2分の1 上三川町職員互助会
人事係

（56-9110）

自治会総合事務交付金
町と自治会が良好な関係のもとにまちづくりを推進することを目的
に町は、自治会に対し事務交付金を交付する。

均等割3万円
均等世帯割　600円
加入世帯割　600円

各自治会 地域生活課
生活係

(56-9129)

第３子以降出産祝金
第３子以降の子の誕生を祝うとともに、健やかな成長を願い、誕生
祝金を支給する。

１人につき20万円
第３子以降を出産した保
護者で要件を満たす者

母子健康係
（56-9132）

妊婦一般健康診査費用助
成

妊婦一般健診を受託医療機関以外の医療機関において、自己負
担で受けた者に対して、検査経費の一部を助成する。

1回につき5,000円～20,000円１人当
たり最大95,000円

妊婦
母子健康係
(56-9132）

不妊治療費助成
医療保険適用外の人工授精、体外受精、顕微授精の不妊治療を
受けている夫婦に対し、治療費の一部を助成する。

2分の1
（限度額 20万円）

不妊治療を受けている夫
婦

母子健康係
（56-9132）

おたふくかぜ予防接種費
用助成

おたふくかぜワクチンを受託医療機関以外の医療機関において、
自己負担で接種した者に対して、接種費用の一部を助成する。

3,000円 幼児（1歳児）
母子健康係
(56-9132）

風しん予防接種費用助成
成人の風しんワクチン、または麻しん風しん混合ワクチンを受託医
療機関以外の医療機関において、自己負担で接種した者に対し
て、接種費用の一部を助成する。

風しんワクチン　3,000円
麻しん風しん混合ワクチン

5,000円

風しんの抗体値が低値で
ある19歳～49歳までの女
性およびその配偶者

母子健康係
(56-9132）

インフルエンザワクチン予
防接種費用助成

インフルエンザワクチンを受託医療機関以外の医療機関におい
て、自己負担で接種した者に対して、接種費用の一部を助成す
る。

2,000円

生後6月以上小学６年生
相当の年齢までの者及び
中学3年生、高校3年生の
年齢に相当する者

母子健康係
(56-9132）

新生児聴覚検査費用助成
新生児聴覚検査を受託医療機関以外の医療機関において、自己
負担で受診した者に対して、受診費用の一部を助成する。

5,000円 生後3ヶ月までの者
母子健康係
(56-9132）

特別の理由による任意予
防接種費助成

骨髄移植等で免疫が消失し、接種済みの定期予防接種の効果が
期待できないため再接種を受ける子どもに対し、当該予防接種費
用を助成する。

医師会との委託契約料金を上限と
する額

骨髄移植等の後に定期予
防接種の再接種を受ける
子どもの保護者

母子健康係
(56-9132）

ヒトパピローマウイルス感
染症に係る任意接種償還
払い

子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期接種の
機会を逃した者で、定期接種の対象年齢を過ぎて自費で接種を受
けた者の接種費用を助成する。

16,698円を上限とする接種費用

平成9年4月2日～平成17
年4月1生まれの女子
ただし、令和4年3月末日
までに接種した分に限る

母子健康係
(56-9132）

骨髄移植ドナー支援事業
骨髄等を提供した者及びその者が勤務する町内に所在する事業
所等に対し、奨励金を交付する。

提供者　2万円／日（7日まで）
事業所　1万円／日（7日まで）

骨髄等提供者
骨髄等提供者が勤務する
町内に所在する事業所

成人健康係
(56-9133）

上三川町新型コロナウイ
ルスワクチン接種体制確
保交付金交付事業

新型コロナウイルスワクチン接種の実施について、個別接種を行
う町内医療機関に対して交付金を支給する。

個別接種　30万円／年 町内医療機関
成人健康係
(56-9133）

帯状疱疹ワクチン接種費
用助成

帯状疱疹ワクチンを受託医療機関以外の医療機関において、自
己負担で接種した者に対して、接種費用の一部を助成する。

　　　　　　　　2分の1
(限度額
不活化ワクチン 1回1万円×2回
生ワクチン　　　 1回4,000円×1回)

町内医療機関
成人健康係
(56-9133）

ねたきり高齢者等介護手
当

本町に住所を有する者で、要介護3、4又は5に認定されたねたきり
高齢者又は認知症高齢者（認知症対応型共同生活介護受給者、
特定施設入所者生活介護受給者及び施設サービス受給者、病院
入院者を除く。）を在宅で介護している同居の介護者に対し、ねた
きり高齢者等介護手当を交付する。

ねたきり高齢者又は認知症高齢者1
人につき月額5,000円

介護者
高齢者支援係

(56-9191)

上三川町敬老祝金 町民の長寿を祝し、敬老の美風を涵養する。

その年の4月1日から翌年の3月31日
までに次の年齢になる高齢者1人に
つき、
 80歳の者    5,000円
 85歳の者  10,000円
 90歳の者  20,000円
 95歳の者  30,000円
100歳の者100,000円

年齢要件等を満たす者
高齢者支援係

(56-9191)

企業誘致奨励金交付金事
業

上三川インター南産業団地に立地する企業に対し、企業誘致を促
進するため町の規定する誘致条件を満たした企業が、新設又は
増設した場合に固定資産税相当額を3年間企業誘致奨励金として
交付する。

固定資産税相当額 対象区域に立地した企業
商工振興係
（56-9150)

企業誘致奨励金交付金事
業（施設再整備）

町内において10年以上継続して立地する工場等を有する企業が、
大規模な施設の再整備を行う場合、固定資産税相当額及び都市
計画税相当額の一部を奨励金として交付する。

固定資産税相当額及び都市計画税
相当額の10分の9
（限度額1億円）

町内に10年以上継続して
立地する工場等を有する
企業

商工振興係
（56-9150)

上三川町議会政務活動費
議会議員の調査研究のために必要な経費の一部として在職する
議員に交付する。

年額12万円 上三川町議会議員 議会事務局
総務係

（56-9162）

中学校各種大会参加費交
付金

関東大会以上の各種大会に参加する者に対し、参加に係る経費
を交付する。

実費相当額
各種大会の出場者名簿登
録者

教育総務課
学校教育係
(56-9156）

上三川町指定文化財管理
費補助金

町指定文化財所有者等に対し、文化財の保護に係る日常的な管
理及び維持、後継者育成の費用に対し、所有者の希望があった
場合に年1回交付する。

1万円。ただし、古墳群、建造物、無
形文化財については、2万円

町指定文化財の所有者、
保持者、保存団体の代表
者及び権限に基づく占有
者並びに管理責任者

文化係
（56-3510）

スポーツ大会出場選手激
励金

スポーツの普及振興と町民の連帯意識の高揚を図るため、各種
スポーツの全国大会もしくは国際大会に資格を得て出場する選手
に対し激励金を交付する。

全国大会　1万円
国際大会　3万円

町内在住の小学生、中学
生及び高校生で、対象と
なる大会に出場する者

スポーツ係
（56-9170）

生涯学習課

総務課

健康福祉課

商工課

子ども家庭課
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